
地域における住民主体の課題解決力強化・包括的な相談支援体制のイメージ 
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地域共生社会の実現に向けた取組の推進 

※法律の公布後3年を目途として、２の体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、 

その結果に基づいて所要の措置を講ずる旨の附則を置く。 

Ⅰ３①（社会） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

２．この理念を実現するため、市町村が以下の包括的な支援体制づくりに努める旨を規定 

○ 地域福祉の推進の理念として、支援を必要とする住民（世帯）が抱える多様で複合的な地域生活課題に
ついて、住民や福祉関係者による把握、及び解決に向けた行政機関その他の関係機関との連携が積極的
に行われることを目指す旨を明記。 

○ 地域住民が地域生活課題の把握、解決に資する活動に取り組む環境 【１】 

○ 住民に身近な圏域において、地域生活課題について総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調整等を行う
体制（＊）  【２】 

 

○ 主に市町村圏域において、生活困窮者自立相談支援機関等の関係機関が協働して、地域生活課題を解
決するための体制 【３】 

３．地域福祉計画の充実 

１．「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を規定 

○ 市町村が地域福祉計画を策定するよう努めるものとするとともに、福祉の各分野における共通事項を定め、 
 上位計画として位置づける。（都道府県が策定する地域福祉支援計画についても同様とする。） 

（＊）例えば、地域住民ボランティア、地区社協、市区町村社協の地区担当、地域包括支援センター、相談支援事業所、地域子育て支援拠点、 
   利用者支援事業、社会福祉法人、ＮＰＯ法人等 

（社会局←老健総：修正点） 

※の記載をこの欄の下部
に移動。 
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